
- 1 -

傷病手当金の支給期間に関するＱ＆Ａ

１．法改正の内容について

Ｑ：今回の法改正の内容について聞きたい。

Ａ：傷病手当金の支給期間が「支給開始日から起算して１年６月間」から、「支給開始日から通算して１年６

月間」となります。

傷病手当金は、ケガや病気の療養のため、連続して３日以上仕事を休み給料を受けられないときに、４日

目から支給される手当金です。

これまで、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から１年６か月以内とされ、その間、就労により傷病手

当金の不支給期間があれば、１年６か月経過後は支給されないこととなっていました。

今回の法改正では、ケガや病気で長期間にわたり療養のため休暇を取りながら就労するケース等に配慮し、

治療と仕事の両立の観点から、傷病手当金の支給期間中の途中で就労するなど、傷病手当金が支給されな

い期間がある場合には、その分の期間を延長し、通算して１年６か月まで傷病手当金が支給されることと

なりました。(下図)

＜傷病手当金の支給期間＞

【法改正前】：支給開始日から起算して１年６月間

待期３日 療 養 期 間 療 養 期 間 療 養 期 間

欠 勤 欠 勤 出 勤 欠 勤 出 勤 欠 勤

不支給 支 給 不支給 支 給 不支給 不支給

１年６月間 ※支給開始日から起算して

１年６月間経過後は不支給

【法改正後】：支給開始日から通算して１年６月間

待期３日 療 養 期 間 療 養 期 間 療 養 期 間

欠 勤 欠 勤 出 勤 欠 勤 出 勤 欠 勤

不支給 支 給 不支給 支 給 不支給 支 給

支給開始日から通算して１年６月間まで支給

Ｑ：傷病手当金の支給期間が通算されるのはいつからですか？

Ａ：令和４年１月１日から実施されます。

なお、令和３年１２月３１日時点で、支給開始日から起算して１年６月間を経過していない傷病手当金(

令和２年７月２日以降に支給が開始された傷病手当金)も対象となります。
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２．傷病手当金の支給期間の計算方法について

Ｑ：今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して１年６月間となるとのこ

とだが、１年６月間とは何日間となるのですか？

Ａ：初回の申請から３日間の待期期間を経て、支給開始日の４日目より暦に従って１年６月間の計算を行い、

支給期間を決定します。

例えば、令和４年４月１日から申請がなされた場合、令和４年４月１日から３日までの３日間の待期期間

を経て、令和４年４月４日が支給開始日となり、支給期間は令和５年１０月３日までの５４８日となりま

す。

Ｑ：今回の法改正で支給期間が通算されるということだが、どういうことなのか？

Ａ：決定された支給期間は、傷病手当金が支給された日数で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(無

支給期間)がある場合には、無支給期間の日数分については、支給期間は減少しないため、支給期間が通

算されることになります。

Ｑ：以下のケースにおいて傷病手当金の申請をした場合、傷病手当金の支給期間及び支給満了日はどうなりま

すか？

【例】第１回目：令和４年３月 １日～４月２０日

第２回目：令和４年５月１１日～６月１０日

Ａ：上記のケースにおいては、令和４年３月１日から３日までの３日間の待期期間を経て、令和４年３月４日

が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和５年９月３日までの５４９日間となります。

第１回目の支給期間(４８日間)後、残りの支給日数は５０１日、第２回目の支給期間 (３１日間)後、残

りの支給日数は４７０日となります。(下図)

【例】傷病手当金の支給期間(総支給日数)が５４９日の場合

待期期間 第１回目支給期間 無支給期間 第２回目支給期間 残 支 給 日 数

３日間 ４８日間 ２０日間 ３１日間 ４７０日

※支給期間を通算して５４９日分まで支給される。

今回の法改正により、残りの支給日数が０日となる日が支給満了日となります。

例えば、第２回目の期間が終了した翌日(令和４年６月１１日)より、

①連続して４７０日間労務不能であった場合は、令和５年９月２３日

②支給期間の合間に合計して４０日間就労した場合は令和５年１１月２日、

がそれぞれ支給満了日となります。


